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今月のトピックス 

 

 

  

 

男性の育休取得は、2022 年 10 月の新制度、出生時育児休業（産後パパ育休）

の創設でより注目されることとなりました。さらに、2023 年 4 月から「常時雇

用する労働者」が 1,000 人を超える企業は、男性労働者の育児休業等の取得状

況を年１回公表することが義務付けられました。 

本稿では、一連の法改正により関心が高まっている男性の育児休業について、

取得の現状や企業に課せられる法律上の義務などをご紹介します。 

 

１．男性育休の取得率  

厚生労働省「イクメンプロジェクト」、株式会社ワーク・ライフバランス、認

定NPO法人フローレンスの三者が国内の企業を対象に行った独自の実態調査「男

性育休推進企業実態調査 2022」によると、回答企業平均の男性育休取得率は

76.9％、平均取得日数は 40.7 日という結果となりました。 

 

■男性育休取得率・平均取得日数の推移 

 2020 年 2021 年 2022 年 

男性育休取得率 52.0％ 59.7％ 76.9％ 

平均取得日数 42 日 35 日 41 日 

 

この調査回答企業 142 社においては、男性の育児休業取得が定着してきたと

言えるかもしれません。しかしながら、厚生労働省が発表している男性育休取得

率は 2020 年 12.65％、2021 年 13.97％となっており、また、2021 年の育休の取

得期間は、5日未満 25.0％、5日～2週間未満 26.5％と 2週間未満が 5割を超え

るなど、全企業に浸透してきたと言える状況にはありません。 

男性の育休取得について 
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【男女の育児休業の取得期間の状況】 

２．育児休業に関する企業の義務  

日本では少子高齢化と労働力人口の減少が進んでおり、出産・育児を支援して

労働者の離職を防ぐことは非常に重要な課題です。このことから、出産や育児に

際する労働者を保護するべく法律も整備されてきました。以下に、法律により定

められた育児休業に関わる企業の義務をご紹介いたします。 

 

育児休業法の条文 内容 

妊娠または出産などについて申し出

があった場合の措置 

（第 21 条第 1項） 

本人または配偶者の妊娠・出産の申し

出をした労働者に育児休業制度など

に関する所定事項の周知を行う。 

雇用環境の整備の措置 

（第 22 条第 1項） 

労働者が育児休業を取得しやすいよ

う雇用環境を整備する。 

育児休業の取得状況の公表 

（改正法第 22 条の 2） 

労働者が 1000 人を超える事業主は、

育休取得状況等を年 1回公表する。 

所定労働時間の短縮措置 

（第 23 条第 1項） 

3 歳未満の子を養育する労働者が希望

した時、短時間勤務の措置を取る。 

育児休業などに関するハラスメント

の防止措置 

（第 25 条、第 25 条の 2） 

育休制度の利用に関する言動等によ

り、労働者の就業環境が害されぬよう

必要な体制の整備を行う。 

労働者の配置に関する配慮 

（第 26 条） 

労働者を転勤させようとする場合は、

その育児の状況に配慮する。 

 

３．さいごに 

企業が男性の育児休業を推進するメリットは、①労働者のワーク・ライフ・バ

ランスが向上し、定着率がアップする、②「働きやすい企業」のイメージアップ

につながり、採用に有利になる、③業務の属人化を低減させ、業務量・バランス

（厚生労働省「雇用均等基本調査」） 
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の標準化につながる、といったものが考えられます。 

また、育児休業を推進することで、両立支援等助成金（出生時両立支援コース、

育児休業等支援コース）を活用することもできます。 

企業は、育児介護休業規程などの運用規程の整備や、職場からの積極的な働き

かけやサポートを行い、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができるよう、

より良い職場環境の実現につなげていくようにしましょう。 

 

※本内容は2023年7月14日時点での内容です。 

 

＜監修＞ 

社会保険労務士法人 中企団総研 


